
　

平
成
30
年
度
の
保
険
料
は
、月

額
１
６
，３
４
０
円
で
す
。

▼
保
険
料
の
納
付
方
法

①
金
融
機
関
・
郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ

で
納
付

②
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
納
付

③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
納
付

④
口
座
振
替
で
納
付

　

日
本
年
金
機
構
で
は
、保
険
料

の
未
納
者
に
対
し
て
、早
期
に
納

付
す
る
よ
う
案
内
を
行
っ
て
い
ま

す
。未
納
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、督

促
状
が
送
付
さ
れ
、指
定
の
期
限

ま
で
に
納
付
が
無
い
場
合
は
、延

滞
金
を
課
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、納
付
義
務
者（
被
保
険
者
本

人
、連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
を

負
う
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
）の

財
産
を
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。早
め
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

（
役
場
）健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

町政ニュース

８2018. ７http://www.town.yoshioka.gunma.jp/

人
権
擁
護
委
員
に
越
石
さ
ん

悩
み
や
心
配
ご
と
に
つ
い
て
ご
相
談
く
だ
さ
い

水
路
に
草
刈
り
後
の
草
や
ご
み
な
ど
を
捨
て
な
い
で
！

農
業
者
や
付
近
の
住
民
が
困
っ
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶
予
申
請

７
月
１
日
か
ら
受
け
付
け
ま
す

　

４
月
１
日
付
で
、法
務
大
臣
か

ら
、越
石
真
理
子
さ
ん（
陣
場
）が

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
権
相
談
は
、毎
月
第
２
木
曜

日
に
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
行
っ

　

草
刈
り
後
の
草
や
ご
み
が
原
因

で
水
路
が
詰
ま
っ
た
り
、水
が
あ

ふ
れ
た
り
し
て
、民
家
や
田
畑
・
道

路
に
被
害
が
出
て
い
ま
す
。ま
た
、

水
路
を
利
用
で
き
な
く
な
る
ケ
ー

ス
も
多
く
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

水
路
の
詰
ま
り
や
、そ
れ
に
よ

る
水
の
あ
ふ
れ
は
、水
路
を
利
用

す
る
農
業
者
や
付
近
の
住
民
に
大

変
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。水
路
へ
草
や
ご
み
な
ど
を
捨

て
な
い
よ
う
、よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

産
業
建
設
課 

用
地
管
理
室

☎
26
・
２
２
７
９（
直
通
）

て
い
ま
す
。詳
し
い
日
程
は
広
報

よ
し
お
か
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

　

保
険
料
が
納
め
忘
れ
の
状
態

で
、万
一
、障
害
や
死
亡
と
い
っ
た

不
慮
の
事
態
が
発
生
す
る
と
、障

害
基
礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
が

受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。保
険
料
の
納
付
が
困
難
な

場
合
は
、保
険
料
免
除
制
度
や
納

付
猶
予
制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

役
場
の
保
険
室
窓
口
で
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。申
請
書
は
窓
口

に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

　

失
業
な
ど
で
保
険
料
の
納
付
が

経
済
的
に
困
難
に
な
り
、申
請
を

忘
れ
て
い
て
未
納
期
間
が
あ
る
人

な
ど
は
、ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
２
年
１
カ
月
前
ま
で
の
期
間
に

つ
い
て
、さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
の

申
請
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
は

納
付
期
限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

水路が詰まり、道路に水があふれている
水路に詰まっていた草やごみ

平成30年度の
免除などの審査は、

の期間が対象です。

平成30年７月分～
平成31年６月分



▼
期
日　

10
月
14
日
㊐

▼
時
間　

午
前
９
時
〜
正
午

▼
場
所　

高
崎
経
済
大
学

▼
受
験
料　

８
，５
０
０
円

▼
申
込
書
配
布
期
間

８
月
１
日
㊌
〜
31
日
㊎

▼
申
込
書
配
布
場
所

上
下
水
道
課 

下
水
道
室

▼
申
し
込
み
方
法

指
定
の
封
筒
で
申
込
書
一
式
を

「
東
京
都
下
水
道
サ
ー
ビ
ス
株
式

会
社
」へ
郵
送

▼
申
込
期
限

８
月
31
日
㊎
※
消
印
有
効

町政ニュース

９ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

合
理
的
配
慮
を
心
が
け
ま
し
ょ
う

ご
存
知
で
す
か
？
障
害
者
差
別
解
消
法

成
人
式
の
ご
案
内

新
成
人
の
門
出
を
祝
う

責
任
技
術
者
の
資
格
更
新

下
水
道
排
水
設
備
工
事
指
定
店
へ
の
お
願
い

　

障
害
者
差
別
解
消
法
は
、障
害

を
理
由
と
し
た
不
当
な
差
別
の
取

り
扱
い
を
禁
止
し
、障
害
者
の
申

し
出
に
応
じ
て
合
理
的
配
慮
の
提

供
を
行
い
ま
す
。

▼
不
当
な
差
別
的
取
り
扱
い
の
例

●
窓
口
対
応
を
拒
否
す
る

●
説
明
会
な
ど
の
出
席
を
拒
む

●
障
害
を
理
由
と
し
た
不
当
な
条

　

件
を
つ
け
る
な
ど

▼
期
日　

平
成
31
年
１
月
13
日
㊐

▼
時
間　

午
前
10
時
〜

（
午
前
９
時
30
分
受
付
開
始
）

▼
場
所　

文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

▼
合
理
的
配
慮
の
例

●
必
要
に
応
じ
て
筆
談
や
代
読
を

　

す
る

●
段
差
が
あ
る
所
を
補
助
す
る

●
周
囲
の
理
解
を
得
た
上
で
手
続

　

き
の
順
番
を
変
更
す
る
な
ど

▼
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
広
域
障
害
福
祉
な
ん
で
も
相

談
室

☎
30
・
０
２
９
４

群
馬
県
障
害
者
差
別
相
談
窓
口

☎
０
２
７
・
２
５
１
・
１
１
６
６

▼
対
象
者　

　

平
成
10
年
４
月
２
日
〜
平
成
11

年
４
月
１
日
生
ま
れ
で
、町
内
に

住
所
を
有
す
る
人
、ま
た
は
吉
岡

中
学
校
を
卒
業
し
た
人
。

※
対
象
者
に
は
11
月
下
旬
に
案
内

は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会
事
務
局 

生
涯
学
習
室

☎
54
・
１
０
５
４（
直
通
）

　

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任
技

術
者
資
格
の
有
効
期
限
は
５
年
で

す
。平
成
30
年
度
が
期
限
と
な
る

責
任
技
術
者
は
講
習
を
受
講
し
な

い
と
資
格
が
失
効
し
ま
す
。町
内

の
指
定
工
事
店
で
は
、自
社
の
責

任
技
術
者
の
資
格
更
新
の
状
況
な

ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
30
年
度
に

　

資
格
が
失
効
す
る
人

　

排
水
設
備
責
任
技
術
者
証
の
有
効

期
限
が
平
成
31
年
３
月
31
日
の
人
。

※
対
象
者
に
は
自
宅
へ
書
類
が
郵

送
さ
れ
ま
す
。

▼
申
込
期
限

７
月
31
日
㊋

昨年の様子

▼
問
い
合
わ
せ
先　

上
下
水
道
課 

下
水
道
室　

☎
26
・
２
２
８
４（
直
通
）

下
水
道
排
水
設
備
工
事
責
任

技
術
者
資
格
認
定
共
通
試
験

こ
れ
か
ら
資
格
を
取
る
人
は…

問い合わせ先
財務課 税務室
☎26-2237（直通）

期日  7月18日㊌
時間  13:30～16:00
場所  役場２階
　　  第１会議室

無料
税務相談
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「男女共同参画社会」って何だろう？

多様で柔軟な働き方で、みんなが変わる、社会が変わる
～はじめの一歩は男性の家事・育児・介護から！～

　内閣府は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート」を毎年公表しています。
2017年のレポートでは、今後重点的に取り組む課題として「仕事と家事・育児・介護の両立」が特集
されました。広報よしおかでは、最新の情報と今後の課題についてご紹介していきます。
　家事・育児・介護などに参加する男性の割合は依然として低い状態です。「平成28年社会生活基本
調査」によると、６歳未満の子どもを持つ男性の家事・育児関連時間は１日あたり83分で、平成23
年の同調査から16分増加しました。その内訳は、家事17分、看護・介護1分、育児49分、買い物16
分です。男女差は相変わらず大きく、数値目標に向かって進歩してはいるものの、順調とはいえない
状況です。

●問い合わせ先　町民生活課 町民サービス室  ☎26-2244（直通）

６歳未満の子どもをもつ夫の家事・育児関連時間（１日あたりの内訳）
＜妻＞

0

100

1996

200

300

400

500
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＜妻＞ ＜夫＞
日　本
米　国
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ノルウェー

６歳未満の子どもをもつ妻・夫の家事・育児関連時間（１日あたり） －国際比較－

（備考）
１．総務省「社会生活基本調査」より作成。
２．家事・育児関連時間（太字の値）は、「家事」、「介護・看護」、「育児」、「買い物」の合計（週全体）。

１．Eurostat “How Europeans Spend Their Time Everyday Life of Women and Men”（2004）、Bureau of Labor Statistics of the 
U.S. ”American Time Use Survey”（2016）及び総務省「社会生活基本調査」（2016年）より作成。
２．日本の数値は、「夫婦と子どもの世帯」に限定した妻・夫の１日あたりの「家事」、「介護・看護」、「育児」および「買い物」の合計時間（週全体）。
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